
数字は暫定値となります。       令和８年６月号 

埼玉県警察ホームページ https://www.police.pref.saitama.lg.jp/ 

 

草加警察署 

ホームページ 

(４月１１日～５月１０日) 

乗り物盗・・・・・・・・ ３件 

その他窃盗・・・・・・ 4 件 

器物損壊・・・・・・・・ 2 件 

物件事故・・・・・・・・12 件 

人身事故・・・・・・・・ ３件 

不審電話・・・・・・・・・４件 

令和８年９月１日から 
生活道路（道路中央分離帯がない狭い道路） 

の法定速度が６０キロから３０キロ 

に引き下がるので運転手の方は注意！ 

問合せは下記まで↓ 

警察庁ＨＰ   全国都道府県警察ＨＰ 

 

★すぐに返事をしない 

★電話を切って、家族や 

 警察に必ず相談。 
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 不法就労した外国人だけでなく、 

不法就労させた事業主も処罰の対象に 

なります。 
・働く許可を受けずに 
 働いている 
・不法滞在者が働いている 

等、不法就労に関する情報が 

あれば情報提供をお願いします。 

Android の方 

 

 iphone の方 

 

  警察庁推奨 
アプリの紹介です  
 下↓の 
二次元コードを 
読み取ってアプリを
ダウンロードしてく
ださい 

① 「要注意番号」には発信時に遮断  
   または警告！ 
  （要注意番号リストの場合） 

② 全国 500 万件の企業名称を表示！  
   （i タウンページの登録事業者の場合） 

③ 警察庁から提供される最新の防犯  
  情報を通知 

④ 電話に出る前、かける前に知らな  

  い番号を検索できる 
 

     雨の季節です 
自転車での傘さし運転
は、反則金５千円の 
違反になります 
   ご注意を！ 

 
違法薬物 ダメ

絶対 


